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高知市　地籍調査課


総則
（趣旨）
本仕様書は、高知市（以下「発注者」という。）が国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の４第１項に基づき行う地籍調査に関する契約の内容について、統一的な解釈及び運用を図るに必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
（適用）
本仕様書は、令和８年度　高知市介良丙、五台山及び仁井田の各一部地籍測量委託業務に適用する。
（監督職員）
発注者は、業務委託契約を締結したときは、遅滞なく監督職員を定め、受注者に通知しなければならない。
1. 監督職員は、地籍調査の作業における監督者を兼ねるものとする。
監督職員は、業務の遂行に関する発注者の権限のうち、次に掲げる権限を有する。
1. 受注者又は管理技術者に対する業務に関する指示
受注者からの確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
受注者又は管理技術者との協議
業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
その他発注者が必要と認めて委任した事項
発注者は、前項第５号の事項を定めたときは、書面により受注者に通知しなければならない。
（管理技術者）
受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。また、管理技術者を変更したときも同様とする。
1. 管理技術者は、地籍調査の作業における主任技術者を兼ねるものとする。
1. 管理技術者は、業務の遂行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、次に掲げる事項を除き、この契約に基づく受注者の権限を行使することができる。
1. 業務委託料の変更
1. 業務委託料の請求及び受領
1. 契約の解除
1. 管理技術者等に対する措置の請求
（主任技術者）
地籍測量の主任技術者は、地籍調査管理技術者の資格を有する者であること。
[bookmark: _GoBack]（業務着手）
受注者は、業務に着手したときは、遅滞なく次の届出書を作成し、発注者に提出しなければならない。
1. 業務着手届
1. 管理技術者届
（業務計画）
受注者は、業務に着手しようとするときは、あらかじめ業務計画書を発注者に提出し、協議しなければならない。また、当該計画を変更するときも同様とする。
（打合せ等）
打合せは、業務計画策定時、中間時、成果取りまとめ時に行うものとする。
1. 中間打合せ及び成果取りまとめ打合せの時期は、業務の進捗状況に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
1. 受注者は、打合せその他の協議をしたときは、その内容を記録し、速やかに発注者に報告しなければならない。
（資料の貸与）
受注者は、本業務の履行に必要な資料の貸与を発注者に請求することができる。
1. 発注者は、前項の請求に係る資料を現に保有しているときは、速やかに受注者に貸与するものとする。
前項の請求に係る資料を他の機関から取得する必要があるときは、発注者はその旨を受注者に通知し、取得後速やかに貸与するものとする。
受注者は、本業務の完了又は本契約の終了の際、前項の請求に係る資料を発注者に返還するものとする。
（進捗状況報告）
受注者は、業務の毎月の進捗状況を、その月の終了後速やかに報告しなければならない。
1. 発注者は、業務の進捗状況を把握する必要があるときは、前項の規定に関わらず、その理由を明示して受注者に進捗状況の報告を請求することができる。
1. 受注者は、前項の請求があったときは、遅滞なくその時点の進捗状況を取りまとめ、発注者に報告しなければならない。
（業務完了）
受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく業務完了届を発注者に提出しなければならない。
（業務の検査）
発注者は、業務完了の届出があったときは、速やかに管理技術者の立会いのうえで検査を行うものとする。
1. 受注者は、発注者の指示があるときは、業務実施中においても検査を受けなければならない。
屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。
修正箇所がある場合は、速やかに修正を行わなければならない。
（成果品の品質保証）
受注者は、受注者の過失又は粗漏に起因する成果の誤り等が認められたときは、委託期間終了後であっても、自己の費用負担により速やかに再調査その他必要な措置を講じなければならない。
（秘密保持）
受注者は、業務上知り得た情報について外部に漏らしてはならない。また、貸与を受けた資料を許可なく複写及び加工してはならない。
（疑義の申出）
受注者は、業務の履行に当たって疑義が生じたときは、書面により発注者に申し出なければならない。
作業規程等
（作業規程等）
地籍調査事業に関する業務は、次の法令等に従って行うものとする。
1. 国土調査法（昭和26年６月１日法律第180号）
国土調査法施行令（昭和27年３月31日政令第59号）
国土調査法施行規則（平成22年10月12日国土交通省令第50号）
地籍調査作業規程準則（昭和32年10月24日総理府令第71号）
地籍調査作業規程準則運用基準（平成14年３月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知）
国土調査法施行規則（平成22年10月12日国土交通省令第50号）
国土調査事業事務取扱要領（昭和47年５月１日経企土第28号経済企画庁総合開発局長通達）
地籍調査事業（外注）実施要領（平成15年４月１日国土国第504号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知）
1. 地籍測量（ＦⅠ、ＦⅡ－１）は、次の法令及び通達等に従って行うものとする。
1. 測量法（昭和24年６月３日法律第188号）
測量法施行令（昭和24年８月31日政令第322号）
基準点測量作業規程準則（昭和61年11月18日総理府令第51号）
電子基準点のみを与点とする地籍図根三角測量（解説）準則改訂版（平成28年４月25日版国土交通省土地・建設産業局地籍整備課）
電子基準点のみを与点とする地籍図根三角測量における記載例（平成27年４月１日付け国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長補佐事務連絡）
地籍測量に用いる器械の点検要領（平成23年12月27日国土籍第280号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知）
地籍調査事業の成果は、次の要領に従って作成するものとする。
1. 地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領について（令和３年３月31日国不籍第580号国土交通省不動産・建設産業局地籍整備課長通知）
1. 地籍調査成果電子納品要領（令和７年４月国土交通省不動産・建設経済局）
地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン（平成28年４月国土交通省土地・建設産業局）
前項各号の規程等が改正されているときは、常に最新のものを用いるものとする。
（工程管理及び検査）
地籍調査事業の工程管理及び検査は、次の規程等に従って行うものとする。
1. 地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知）
地籍調査事業工程管理及び検査規程細則（令和３年国不籍第578号国土交通省大臣官房 土地対策審議官通知）
1. 前項各号の規程等が改正されているときは、常に最新のものを用いるものとする。
業務内容等
業務内容等
（業務対象等）
本業務の対象は、地籍測量のうち、細部図根測量（ＦⅠ）及び一筆地測量（ＦⅡ－１）の各工程とする。
1. 本業務は、別途発注する一筆地調査（Ｅ）と並行して行うものとする。
（作業内容の諸元）
地籍測量に関する作業の諸元は、次のとおりとする。
1. 調査地域			高知市介良丙、五台山及び仁井田の各一部
1. 調査地域の面積		0.45㎢
1. 地籍測量の方式		地上法
1. 精度区分			乙１
1. 縮尺区分			500分の１
1. 傾斜区分			平坦地
1. 視通障害区分		農Ⅰ
1. 調査後の一筆平均面積	483㎡
1. 一筆形状区分		不整形
（作業計画等）
受注者は、作業に着手しようとするときは、あらかじめ作業計画書を提出し、発注者の承諾を得なければならない。また、当該計画を変更するときも同様とする。
1. 前項の計画には、次の事項を定めるものとする。
1. 作業従事者名簿
1. 作業工程
1. 作業の方法
1. 器械及び器材（検定等証明書を添付のこと。）
（身分証明等）
発注者は、作業従事者名簿に基づき国土調査法第24条第３項の身分証明書を作成し、受注者に交付するものとする。
1. 作業従事者は、作業に当たっては常に言動に注意し、無益な摩擦や紛争を起こさないよう努めなければならない。
14 受注者は、業務終了後速やかに身分証明書を発注者に返納しなければならない。
（安全の確保等）
受注者は、現地調査に当たっては、一般交通に支障となるような行為はもとより、公衆に迷惑を及ぼさないよう留意しなくてはならない。
1. 受注者は、現地調査に当たり、道路の占用等の法令の許可等を要する行為を予定するときは、あらかじめ所要の許可等を得なければならない。
1. 受注者は、現地立会等の作業中に事故が生じたときは、遅滞なく所要の措置を講じるとともに、速やかに事故の状況、原因等を発注者に報告し、対応を協議するものとする。
地籍測量
細部図根測量（ＦⅠ）
（資料の貸与等）
発注者は、受注者が業務に着手したときは、本業務の調査地域に隣接する単位区域における次の業務の成果を貸与するものとする。
1. 令和２年度　高知市五台山の一部地区地籍測量委託業務
1. 令和６年度　高知市介良丙及び五台山の各一部外地籍測量及び地積測定等委託業務
1. 令和７年度　高知市介良乙及び介良丙の各一部地籍測量委託業務
（測量の基礎とする点）
地籍測量の基礎とする基準点等（以下「与点」という。）は、前条各号の業務の成果を参考に定めるものとする。
一筆地測量（ＦⅡ－１工程）
（実施時期の調整）
一筆地測量の工程表は、一筆地調査（Ｅ）の進捗に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
1. 発注者は、毎月の終了後速やかに、受注者に一筆地調査（Ｅ）の毎月の進捗状況を報告するものとする。
受注者は、一筆地測量の作業工程の計画に当たっては、一筆地調査の進捗状況との調整を図るものとする。


成果品
（成果品）
各工程の作業の記録及び成果の目録は別表のとおりとし、正副各１部（計２部）を紙媒体と電子媒体により納品するものとする。


別表（第26条関係）　地籍測量における作業の記録及び成果
	単位作業
	記録及び成果

	１　各単位作業共通
	工程表
検査成績表
その他測量工程上必要な資料

	２　地上法による地籍測量
	1. 細部図根測量
（ＦⅠ）
	1. 細部多角点選点図（必要な場合）〔準則第63条の２〕
細部多角点平均図（必要な場合）〔準則第63条の２〕
細部図根点選点図
細部図根測量観測計算諸簿
細部図根点網図〔準則第67条〕
細部図根点成果簿〔準則第67条〕
細部図根測量精度管理表

	
	一筆地測量
（ＦⅡ－１）
	1. 一筆地測量観測計算諸簿
一筆地測量精度管理表
筆界点成果簿〔準則第72条〕


（注）電子媒体は、ウイルスチェックを行ったうえで納品すること。
1
